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神河町水車公園（以下「管理施設」という。）の指定管理者が行う業務内容及び履行方法は、

この仕様書によるものとする。 

１．施設の概要 

（１）設置の目的 

恵まれた自然環境の中で、農産物の加工体験や食文化の体験・料理提供等により、都市と

の交流を行い、都市住民に潤いとやすらぎを与え、農業・農村への理解を深めるとともに、

地域住民の雇用拡大や農業所得の向上と地域活性化を図ることを目的として設置された施設

である。 

 

（２）概 要 

施設名称 神河町水車公園 

所 在 地 兵庫県神崎郡神河町上岩87-1 

開業年度 平成8年 

敷地面積 5,752㎡ 

建築面積 508 ㎡ 

建築物概要 建築物 建物面積 設置年 構造 階数 

①体験実習館（食堂、直売所、事務
室、加工実習室） 

412 ㎡ Ｈ8 
Ｓ 

（一部Ｗ） 
1 

②水車小屋 40 ㎡ Ｈ8 Ｗ 1 

施設内容 施設名 規模・人数等 

食堂 40人（テーブル・座敷） 

研修交流室 25畳和室、リフト有り 

直売所 20㎡ 

加工実習室 120㎡ 

水車小屋 40㎡、直径 5.0ｍ水車 

駐車場 31 台 

交通ｱｸｾｽ 播但連絡道神崎南ランプから車で約 5分 

 

２．当該施設の方向性について 

① 別紙１に示す町全体の観光施設の方向性を踏まえ、当該施設を管理する。 

② 食事処やお土産販売、またコンビニ機能を活かした、水車小屋をシンボルとする「道

の駅的拠点」として位置付ける。 

③ 地域食材を使った特徴あるメニューを充実させる等、新規顧客の獲得を図る。 

④ 農産物の加工体験や食文化の体験、農産物加工品の開発等、既存施設の機能を活かし

ながら集客増を目指した取り組みを図る。 

⑤ 周辺資源（高原、日本遺産、名水等）と連携し、相乗的な価値の向上を図ると伴に、

閑散期の集客増を図る。 
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３．運営方針 

① 前記の方向性に基づいて管理運営を行うこと。 

② 公の施設であることを常に念頭において、利用の安全性と公平性を確保すること。 

③ 施設の効用を最大限に発揮し、利用者の増加に努めること。 

④ 施設運営にあたって、採算性を確保するとともに、公の施設として地域振興を図ること

を前提に、地域の観光関係者、産業関係者、商工関係者、その他団体等と連携しながら

運営すること。 

⑤ 事業計画に沿った管理運営を効率的かつ適正に執行し、経費縮減が図られること。 

⑥ 利用者や地域関係者等の意見を施設の管理運営に反映させ、満足度を高めること。 

⑦ 関係法令等の規定を遵守すること。 

⑧ 施設、設備及び備品の維持管理を適切に行うこと。 

⑨ 個人情報の保護を徹底すること。 

 

４．施設管理に関する業務 

（１）管理施設の範囲 

神河町水車公園及び管理施設に付帯する施設 

 

（２）開館時間及び休館日 

① 管理施設の開園時間は、午前９時から午後１０時までとする。 

② 管理施設の休館日は、毎週火曜日と１２月２８日から翌年１月４日までとする。 

③ ①②について、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を

得て、開館時間及び休館日を変更することができる。 

 

（３）管理物品 

町から無償貸与を受けた物品については、適切に維持管理し、次に掲げる事項を行って

はならない。なお、物品を更新、廃棄等する場合は、町と協議して行うこと。  

ア 他の用途に使用する。  

イ 加工又は改良を加える。  

ウ 第三者に貸与又は譲渡する。 

また、施設の管理運営のために新たに備品が必要となった場合は、指定管理者が自己の

責任において購入し、その購入した備品の所有権は指定管理者に帰属する。  

 

（４）人員の配置について  

職員の雇用及び適正な配置については、次の事項に留意する。 

① 指定管理者が業務を行うに当たり、業務を適正に遂行できる必要十分な職員を配置す

るとともに、管理業務に専従する者のうちに、総括責任者、防火管理者、食品衛生責

任者、危険物取扱者、電気主任技術者、安全運転責任者等、管理に必要な資格を有す

る者を配置すること。 



3 

 

② 職員には、管理運営に必要な知識と技術の習得のため、研修を実施するなど、職員の

資質を高めること。 

③ 職員の採用については、神河町民を優先的に雇用すること。 

④ 現在、施設運営業務に従事している職員のうち、引き続き施設への勤務を希望する者

については、継続雇用に配慮すること。 

 

（５）施設の維持管理方法  

施設の維持管理については、安全で安定した施設・設備の保持、清潔で衛生的な環境の保持、

美観の維持等のため、次の事項に留意する。 

① 館内設備については、保守点検を行い、常時適正な状態に保つこと。 

② 清掃業務については、利用者に支障が生じないよう実施し、常に快適な環境を利用者

に提供すること。  

③ 施設内の清掃、駐車場・敷地内の除草及び清掃、施設等のごみ収集・運搬・搬出及び

処理等について、清掃業務基準を定め、詳細な清掃箇所及び清掃回数、方法等を提示

すること。  

④ 火災・盗難の予防及び不法侵入などの不法行為を防止し、施設等の安全確保を図るこ

と。  

⑤ 施設の巡回及び警戒、出入口の開閉・施錠・点灯・消灯、車の管理及び駐車の整理、

火気の取締り等を実施し、緊急事態への対応等を確立すること。  

⑥ 施設、設備等が、き損や損壊、または短期間のうちにき損若や損壊が見込まれる場合

で、次年度以降の計画的な修繕で対応可能な時は、原則として毎年一回、町が別途指

示する時期に必要修繕項目、修繕内容、修繕方法、必要経費、優先順位等を整理し、

町へ提出すること。  

⑦ 町と指定管理者は、計画的に実施する修繕項目を選定し、適切な時期に修繕を実施す

る。  

⑧ 施設、設備等が、き損や損壊、または短期間のうちにき損若や損壊が見込まれる場合

で、安全確保及び適切な管理運営のために応急的な修繕を行う必要がある時は、速や

かに町へ報告し、協議の上、適切に対応する。  

⑨ 指定管理者が業務の委託等を外注する場合は、委託先に対し、業務の実施に必要な官

公署の免許、許可、認定等を確認すること。また、作業報告書の提出、履行確認及び

検査不合格の場合の措置等の事項について、契約書に明記し、作業報告書の提出等を

もって指定管理者は実施日ごとに履行確認を行うこと。  

⑩ 指定管理者は、管理運営及び経理状況に関する帳簿類は常に整理すること。  

⑪ 指定管理者は、指定業務の会計年度終了後、上記⑩の帳簿類を５年間保存し、町から

請求のあった際は、速やかに提示すること。なお、指定期間終了後も同様とすること。  

⑫ 指定管理者は、職員の中から防火管理者を選任すること。  

⑬ 指定管理者は、施設の消防計画を作成すること。  

⑭ 指定管理者は、消防計画に基づき、関係者と協力し、消防訓練を実施すること。  

⑮ 指定管理者は、事故等が発生した場合に備えて、あらかじめ緊急時における対応マニ

ュアルを作成し、町へ提出すること。  
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⑯ 事故や急病等が発生した場合は、被害者の救済及び保護などの応急措置を講じるほか、

状況に応じて関係機関に連絡をとり、対処すること。  

⑰ 地震、火災など災害が発生した場合には、迅速かつ的確に、情報を利用者に伝達する

とともに避難誘導体制を確立し、安全確保に取り組むこと。  

⑱ 事故等については、直ちに書面にて町に報告し、その指示に従うこと。  

⑲ 施設内で事故等が発生した場合、施設利用者に対する賠償責任は設置者である町が負

うことになる。しかし、指定管理者の責めにより発生した事故の場合は、町が指定管

理者に対してその賠償責任の範囲内で請求できるため、損害保険に加入すること。  

⑳ 施設の管理を行うに当たり、緊急事態等により事前の協議なく安全の確保及び適切な

管理運営ができないおそれがある場合は、この仕様書の記載の有無にかかわらず、必

要な措置を講じること。 

 

（６）業務報告  

指定管理者は、次のとおり事業計画書及び事業報告書を作成し、町へ提出する。  

① 事業計画書 

指定管理者は、年度当初に、その年度の管理施設の管理運営方針、収支計画、人員計

画、自主事業等の事業計画書を作成し、町へ提出すること。 

② 事業報告書（年次報告書）  

指定管理者は、決算報告として、毎年度終了後９０日以内に、次に掲げる事項を記載

した事業報告書を町へ提出すること。  

ア 管理業務の実施状況  

イ 利用状況、利用拒否等の件数及び事由  

ウ 利用料金の収入実績  

エ 管理経費の収支状況 （決算書類） 

オ その他、町長が定める事項  

③ 業務報告書（月次報告書）  

指定管理者は、毎日の管理業務に関する日報を作成し、日常又は定期的に行う管理業

務の実施状況のほか、施設の利用状況、利用料金等の収入実績、苦情、要望等の内容及

びその対応等について、翌月の５日までに業務報告書を町に提出すること。  

④ 状況把握及び対応 

指定管理者は、管理施設の設置目的の達成、適切な管理運営の確保や利用者サービス

の向上等に資するため、以下の方法による状況把握及び対応を行うこと。 

 

手法 概要 実施時期 

利用者アンケート 
指定管理者自らが施設に意見箱を設ける等の方法で

実施 
日常的 

自己チェックシート 
管理運営の実施体制や内容・水準等に関するセルフ

チェックシートに基づき、自己評価を実施 

四半期 

程度 

危機管理への対応 
事件・事故等の報告書の作成、原因の分析、危機管

理体制の改善等 

事案発生

ごと 
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苦情・要望等への対応 

指定管理者に寄せられた苦情・要望等について、個

別に対応するとともに、具体的内容の記録、対応の

経過等を記録 

事案発生

ごと 

 

（７）町によるモニタリング調査への協力について 

指定管理者により作成された事業計画書及び事業報告書、決算書類、月間報告書に関し

て、町が点検確認のために実施するモニタリング調査に協力すること。また別途、必要に

応じて町が実施するヒアリング調査や実地調査に協力すること。 

なお、上記の調査については、町が選任した経営アドバイザーを施設に派遣する場合に

おいても同様に協力すること。 

 

５．利用の許可等に関する業務 

（１）利用の許可  

利用の許可の際には、利用者が平等に利用できるよう努めなければならない。  

 

（２）許可の基準  

次のいずれかに該当する場合は、利用の許可ができない。  

① 公の秩序又は善良な風俗を脅かすおそれがあると認められるとき。  

② 感染症の疾病等にかかっていることが明らかに認められるとき。  

③ 賭博その他の違法行為をするおそれがあると認められるとき。  

④ 利用者数が収容能力を超えるとき、または特別な事由があるとき。  

 

（３）許可の取消し  

次のいずれかに該当する場合は、利用許可の条件を変更、または利用を停止、若しくは

利用許可を取消しすることができる。  

① 利用の目的または利用許可の条件に違反したとき。  

② 神河町水車公園条例（以下「条例」という。）に違反したとき。  

③ 災害その他の事故により施設の利用ができなくなったとき。  

④ 施設を損傷するおそれがあると認められる等、管理運営上支障があるとき。  

 

（４）利用料金の設定  

  利用料金の設定については、次のとおりとする。 

① 施設の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）の額は、条例で定める額及び他

の類似施設との均衡を失しない額の範囲内で、指定管理者が設定すること。  

② 利用料金の額を設定するに当たっては、施設の有効活用の観点及び収支状況を踏まえ

たものとすること。  

③ 利用料金の額について、従前の利用料金の額を変更する場合は、予約又は利用許可を

した利用者に対しての説明や、新料金の適用に関して、一定の周知期間を設けるなど

適切な対応を行うこと。  
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（５）利用料金の徴収等  

利用料金の収受については、次のとおりとする。 

① 利用料金の収受については、条例に基づき、指定管理者の収入として収受する。 

② 利用料金は、施設の利用が終わったときに納付することとするが、指定管理者が特

別の理由があると認めるときは、別に期日を定めることができる。 

③ 指定管理者は、条例に基づき、利用者に対して利用料金を減免することができる。  

④ 既納の利用料金は、還付しない。ただし、特別な理由があると認められるときは、

その全部又は一部を還付することができる。  

 

６．自主事業等に関する業務 

（１）自主事業に関する業務  

指定管理者は、本施設の設置目的に合致し、かつ、本業務の実施を妨げない範囲内にお

いて、サービス向上や利用者の利便性の向上、施設全体の収益の改善に資する自主事業や

自主イベント等を実施することができる。 実施にあたっては、次のとおりとする。 

① 指定管理者は、自主事業の実施に当たって、事前に事業計画書を提出し、町の承認を

得ること。  

② 指定管理者が実施する自主事業の収入は、指定管理者の収入とし、施設の管理運営に

充てること。  

 

（２）集客力向上 

指定管理者は、営業活動等を通じて集客力向上に努めること。  

 

（３）利用者の広聴  

常に利用者の声を収集・分析し、早急に対処すべきものと今後の運営計画に反映させる

ものに整理し、それぞれ適切な対応を行うこと。  

 

７．その他運営に関する業務 

（１）その他業務にかかる対応  

その他業務として、次の項目に適切に対応できる業務体制を整える。 

① 傷者及び急病人の対応 

② 災害時における避難誘導等の対応 

③ 年少者、高齢者、障害者等への配慮 

④ 利用者へのサービスの提供 

⑤ 町及び周辺施設と連携した利用推進業務 

⑥ 要望や苦情、トラブル等への対応及び町への報告 

⑦ 重要事項や指定管理者への要望、苦情等の町への報告 

⑧ 盗難事故及び事件の防止  
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（２）個人情報の取扱い 

  指定管理者及び管理の業務に従事している者（以下「従事者」という。）は、業務に当た

り、神河町個人情報保護条例（平成 17 年条例第 20 号）の規定を遵守し、個人情報の適正

な管理のために必要な措置を講じるとともに、当該施設の管理に関し知り得た秘密を他に

漏らしたり、自己の利益のために利用したり、または不当な目的に使用したりしないこと。

指定期間の満了、または指定の取消し、若しく従事者の退職の後においても、同様とする。  

なお、指定管理者は、当指定管理において保有する情報の公開については、神河町情報

公開条例（平成 17年条例第 19号）の規定に基づき必要な措置を講じること。  

 

（３）調査等について  

  指定管理者は、町から、施設の管理運営に対して調査や作業の指示等を受けた場合は、

誠実かつ積極的な対応を行うこと。 

また、町は次のとおり施設の管理運営業務に関する監査を実施することができる。 

① 定期監査 

   町は、指定管理者が、町の示す業務基準や基本理念に沿ったサービス提供のもと管理運

営業務ができているか確認するため、指定管理者から提供された事業報告書、業務報告書

等により定期監査を行うことができる。  

②  随時監査  

町または監査委員が必要と認める場合、町は、事前に指定管理者に通知した上で、施

設の維持管理状況及び経理状況に関して報告を受ける随時監査を行うことができる。  

③ 業務不履行時の処理 

  指定管理者の管理運営業務が業務基準を満たしていない場合、または利用者が施設を

利用する上で明らかに利便性を損なう場合において、町は指定管理者に対して業務改善

の指示を行うことができる。その際、指定管理者が指示に従わない時は、指定を取り消

し、または期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。  

 

（４）環境保全への配慮 

指定管理者は、施設の管理運営にあたって、省資源化や廃棄物の発生抑制等、環境に配

慮した施策を積極的に実施するよう努めること。また、町から依頼する環境保全に関する

状況調査等について協力すること。 

 

８．事前準備 

指定管理者は、業務の開始前に本業務の実施に必要な資格者及び従事者を確保し、必要な

研修会を行い、また、十分な引継ぎを行うこと。なお、事前準備に係る費用はすべて指定管

理者の負担とすること。  
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９．責任分担及び修繕業務分担の内容 

指定管理者と町との責任分担及び修繕業務分担については次の表のとおりですが、詳細に

ついては両者の間において別途締結する協定又は両者の協議によって定めること。 

なお、体験実習館加工実習室、水車小屋、ふれあい広場及び外部トイレに係る修繕費及び

備品の修繕・購入については、基本的には町が負担する。 

項    目 
責任区分 

指定管理者 町 

運営の基本的な考え方・方針 ○  

施設の法的管理(占有・行為許可)  ○ 

施設の管理運営 ○  

自然災害等の不可抗力 協 議 

施設備品の管理 ○  

施設及び備品の維持修繕

（食堂、厨房、直売所、２

階研修交流室のみ） 

1件当たり 30 万円未満 ○  

1件当たり 30 万円以上  ○ 

利用者及び周辺住民から

の苦情並びに要望対応 

指定管理者の責めに帰すべきもの ○  

上記以外のもの  ○ 

利用者等への損害賠償 指定管理者の責めに帰すべきもの ○  

上記以外のもの  ○ 

災害による施設の損傷等 指定管理者の責めに帰すべきもの ○  

上記以外のもの  ○ 

施設賠償保険 ・火災保険  ○ 

 

・責任区分の「○」がついている主体が、主たる担当とします。 

・指定管理者は、自らの申し出により、町の承認を得た上で、施設の機能を向上させ、又は

公共性の観点から必要と認められる各種工事を実施することができます。 

・指定管理者の責めによるもの及び指定管理者の所有に係るものの修繕等については、指定

管理者が実施する。 

 

10．業務の実施が困難となった場合等の措置 

（１）業務開始前の指定の取消し 

町は、本業務開始までに、指定管理者（指定管理者の候補者として選定された者を含む。

以下同じ。）が、次の事項のいずれかに該当した場合は、指定管理者の候補者の決定または

指定を取消すことができる。 
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① 指定管理者が倒産若しくは解散したとき、又は社会的に非難される重大な事件を起こ

したとき。 

② 指定管理者の資金事情の悪化等により、業務の履行が確実でないと認められるとき。 

③ 指定管理者が提出した書類に、虚偽の記載があると判明したとき。 

④ 指定管理者が正当な理由なくして協定の締結に応じないとき。 

⑤ 指定管理者が応募要項に定める申請資格を失ったとき、又は申請資格がないと判明し

たとき。 

⑥ その他、指定管理者として指定することが不可能となったとき、又は著しく不適当と

認められる事情が発生したとき。 

 

（２）指定期間満了前の取消し 

町は、指定管理者が次の事項のいずれかに該当した場合は、地方自治法第244条の2第11

項で定める規定により、指定期間満了前に指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定め

て業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 

① 指定管理者が業務に際し不正な行為を行ったとき。 

② 指定管理者が虚偽の報告を行い、又は正当な理由がなく報告等を拒んだとき。 

③ 指定管理者が協定内容を履行せず、又はこれに違反したとき。 

④ 指定管理者から指定の解除の申出があったとき。 

⑤ 指定管理者の資金事情の悪化等により、業務の履行が確実でないと認められるとき。 

⑥ 指定管理者が応募要項に定める申請資格を失ったとき、又は申請資格がないと判明した

とき。 

 

（３）損害賠償 

指定管理者の責めに帰すべき事由により、指定期間満了前に指定の取消し、又は業務停

止となったことにより町に損害が発生した場合は、町は損害賠償請求をすることができる。 

 

（４）業務の引継ぎ 

指定期間の終了又は指定の取消し等により、指定管理業務を引きぐ必要があるときは、

円滑かつ迅速に引継ぎを行うこととし、引継ぎに当たって必要な経費は、指定管理者の負

担とする。 

 

11．その他 

（１）指定管理者は、施設の管理運営に係る各種規程、要綱等を作成する場合は、事前に町

と協議を行う。 

 

（２）指定管理者は、この仕様書に規定するもののほか、指定管理者の業務の内容及び処理

について疑義が生じた場合は、町と協議し決定する。 
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別表 １
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別表　２

(単位：千円)

令和30年度 令和元年度 令和２年度

金　　　額 金　　　額 金　　　額

営　　業　　収　　益 28,628,538 24,001,990 19,620,128

指 定 管 理 料 2,300,000 2,300,000 2,300,000

雑 収 入 149,600

売　上　原　価 15,556,001 12,198,285 10,470,908

売　上　総　利　益 15,372,537 14,103,705 11,598,820

販売費及び一般管理費 16,830,973 12,932,100 11,647,222

租税公課 8,600 9,200 13,600

荷造運賃 0 0 0

水道光熱費 2,686,093 2,354,470 1,609,093

旅費光熱費 0 0 0

通信費 64,194 64,013 42,811

広告宣伝費 29,764 11,055 6,930

接待交際費 0 0 0

損害保険料 38,070 13,000 34,140

修繕料 610,762 209,600 56,199

消耗品費 461,997 200,627 305,768

減価償却費 613,124 0 420,418

福利厚生費 18,381 16,804 1,200

給料賃金 8,657,456 5,825,007 5,010,957

外注工賃 0 0 0

利子割引料 0 0 0

地代家賃 0 0 0

貸倒金 0 0 0

支払手数料 132,931 87,029 130

燃料費 162,677 128,608 114,364

リース料 96,120 99,570 75,350

諸会費 21,000 135,800 15,000

雑費 329,804 487,317 521,262

専従者給与 2,900,000 3,290,000 3,420,000

営　　業　　利　　益 △ 1,458,436 1,171,605 △ 48,402

項　　　目

　水車公園収支決算書

 


